令和８年度越境ＥＣ等サポート業務委託に係る公募型企画提案実施要領

Ⅰ　公募に関する事項
１　公募の概要
（１）業務の名称
令和８年度越境ＥＣ等サポート業務委託
（２）業務内容
今後も世界的な市場の成長が見込まれている国際的な電子商取引である越境ＥＣ（以下「越境ＥＣという。」）は、企業の関心も引き続き高い。その一方で、多くの企業は、優れた技術・商品を持ちながらも、海外消費者への訴求の難しさや専門知識の不足などの課題を抱えている。
そこで、本事業において、市内中小企業等が、越境ＥＣ専門家による出品代行支援を受けながら、自社製品等の販路拡大に取り組む環境を整備し、市内中小企業等の越境ＥＣ事業の自走化を促し、市内企業の国際競争力の強化を目指す。
（３）委託期間
　　　契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで
（４）契約上限額（参考金額）
３，０００千円（消費税及び地方消費税含む）
（５）選定方式
公募型企画提案方式による提案審査
※提出書類に基づく書類審査とします。複数の選考委員が、応募者から提出された応募書類によって審査を行い、採択を決定します。公募内容や応募資格に合致していない企画は選考対象外となります。
（６）企画提案書類の提出期限
参加意向申出書受付：令和８年２月２０日（金）～３月２日（月）１５時必着
企画提案書受付：令和８年３月３日（火）～３月６日（金）１７時必着

２　参加者の資格要件
次の条件をすべて満たしていること。
（１）本業務に類似する業務に関するノウハウと実績がある者
※類似する業務とは、越境ＥＣの運営経験を有することを前提としつつ、その関連領域である海外向けデジタルマーケティング、ＥＣ運用支援、海外販路開拓支援等の業務を広く含むものとします。また、特定の越境ＥＣプラットフォームや特定の手法の経験に限定せず、越境ＥＣ全般に関する実務経験を有していれば応募可能とします。
　実績については、件数を問わず、本業務との関連性が認められるものを広く対象とします。
※直近２年以内に、本市での実績がない場合は、参加申出書提出時に、実績を示す資料を添付してください。
（２）法人格を有する者
（３）令和７・８年度の川崎市業務委託有資格業者名簿において、業種「９９その他業務」
　　種目「９９その他」に登録されている者、または、登録申請中であり、企画提案審査会時点で登録される見込みである者（当該登録がない場合は、提出書類を確認し、同様の資格があると認める場合に要件を満たす者とする）
（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立がなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立がなされていない者
（５）川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でない者
（６）川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。
（７）団体又はその代表者が市民税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していない者。
（８）川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第７条に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有することのない者
（９）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５条）第２３条第１項又は第２項の規定に違反しない者

３　公募のスケジュール
（１）公募要領の公表　
令和８年２月２０日（金）
（２）参加意向申出書の受付
令和８年２月２０日（金）～３月２日（月）１５時必着
（３）参加資格要件の確認通知
令和８年３月３日（火）
（４）企画提案に関する質問書の受付期間
令和８年２月２０日（金）～３月２日（月）１５時必着
（５）質問書回答
令和８年３月３日（火）まで
（６）企画提案書の受付期間（締切）
令和８年３月３日（火）～３月６日（金）１７時必着
（７）企画提案審査会（書面審査）
令和８年３月１８日（水）予定
（８）結果通知発送
令和８年３月２３日（月）予定
（９）契約締結
令和８年４月１日（水）予定

４　担当部署
川崎市経済労働局経営支援部経営支援課　国際経済担当
〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地　9階	
電話（直通）：044-200-2336　FAX：044-200-3920 メールアドレス：28keiei@city.kawasaki.jp

５　委託業務の内容
業務の詳細は、仕様書を参照のこと。

６　企画提案への参加受付
（１）参加意向申出
　　　この企画提案に参加を希望する事業者は、次により参加意向申出書を提出してください。
ア　提出書類
　　（ア）参加意向申出書（様式第１号）【１部】
　　（イ）企業概要（任意様式）【１部】
　　　　　パンフレット等提案者の組織概要が分かるもの
　　（ウ）業務実施体制・主な事業実績（様式第２号）【１部】
　　　　ａ　件名、業務内容、発注元、金額を記載してください。
ｂ　本市からの類似業務の受託実績がある場合は、必ず記載してください。
　　（エ）業務実施体制（任意様式）【１部】
本業務に関連する経験等を有する者の実績、本業務における役割が分かる内容としてください。
　　　※令和７・８年度の川崎市業務委託有資格業者名簿において業種「９９　その他業務」種　　　
　　　　目「９９　その他」に登録されている者、または登録申請中であり、企画提案審査会時　
　　　　点で登録される見込みであるものについては（オ）～（サ）の提出は不要です。
　　（オ）暴力団排除に係る誓約書（様式第３号）【１部】
　　（カ）登記事項証明書（写し可）　発行３か月以内のみ有効【１部】
　　（キ）代表者印鑑証明書（原本）　発行３か月以内のみ有効【１部】
　　（ク）納税証明書・国税（写し可）　発行３か月以内のみ有効【１部】
　　　　　「その３の３」（「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない照明用）を提出すること。
　　（ケ）納税証明書・川崎市税（写し可）　発行３か月以内のみ有効【１部】
　　　　　本市内事業者及び準市内事業者（※３）のみ提出が必要 
ａ （川崎市）法人市民税納税証明書 
    　　　　直近２年度分の納税証明書をそれぞれ１部ずつ。
ｂ （川崎市）固定資産税（償却資産を含む ）納税証明書 
    　　　　直近２年度分の納税証明書をそれぞれ１部ずつ。 
（固定資産及び償却資産がない場合は、提出不要） 
※１ 完納していることが条件なので、領収書などは不可。 
※２ 法人市民税について営業所を設立したばかりで、納期限が一度も到来していない
場合は、営業所の開設届（市税事務所の受付印が押印されたものの写し）でも可
とします。 
※３ 市内業者、準市内業者の区分は次のとおりです。 
市内業者……本店が川崎市内にある事業者
準市内業者…支店が川崎市内にある事業者
　　（コ）雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入関係書類【１部】
直近の領収書（写し）を添付してください。  
※１ 雇用保険について、口座振替による圧着ハガキ（領収のお知らせ）の場合、会社
名が分かるように必ず画面をコピーしてください。  
※２ 保険料を実際に支払ったことを確認する必要があるため、領収済額通知書又は領
収印が押印された領収書（写し）を御提出ください。  
※３ 口座振替又はネットバンキングの場合は、（ａ）納入すべき額が記載された通知書、
（ｂ）その金額が実際に引き落とされたことが確認できる部分の通帳（不要な部分
は黒塗り可）又は取引明細書の写しを併せて御提出ください。
（サ）財務諸表（写し）〔直前決算２期分〕【１部】
損益計算書、賃借対照表及び株主資本等変動計算書を提出してください。


　　イ　提出方法
　　　　事前連絡の上、次の方法により提出してください。
　　（ア）持参又は郵送
　　　　郵送での提出の場合は、書留郵便等の配達記録が残る場合に限ります。
　　（イ）申請フォーム併用の場合
a　ア（ア）参加意向届出書は押印済みの原本を持参又は郵送により提出してください。
b　ア（イ）から（エ）までの書類については、次のフォームにて提出することができます。
https://logoform.jp/form/FUQz/1427293
　　　　c　ア（オ）から（サ）までの書類については、提出が必要な場合には持参又は郵送に
より提出してください。
ウ　提出先及び問い合わせ先
　　　　「４　担当部署」に同じ。
　　エ　提出期限
　　　　令和８年２月２０日（金）～３月２日（月）１５時必着
（２）参加資格確認通知
　　　参加者の資格要件に基づく審査を行った結果について、令和８年３月３日（火）に電子メールで送付します。

７　企画提案に関する質問の取り扱い
（１）質問方法
　　質問は事前連絡の上、電子メールにより送付してください。
　　※送付後に担当部署に到達したことを確認してください。
（２）受付期限
　　　令和８年３月２日（月）１５時必着
（３）回答方法
質問者を含めたすべての参加登録者に対して、令和８年３月３日（火）までに電子メールで回答します。

８　企画提案提出
（１）提出書類
　　ア　企画提案書（任意様式）
　　（ア）Ａ４版とし、表紙、目次を除き１０頁以内で作成してください。
（イ）概念図やフロー図などを活用し、分かりやすい表現となるよう留意してください。
　　イ　添付書類（任意様式）
　　（ア）提案者概要（企業パンフレット等）
　　（イ）業務実施体制（組織体制、実施責任者、担当者、関連資格等を記載）
　　（ウ）類似業務の実績（件名、業務内容、発注元、金額を記載）
　　　※実績については、越境ＥＣに限らず、関連性のある業務（海外向けマーケティング、ＥＣ運営支援等）を広く記載可能とする。
　　（エ）所要経費・概算見積書
　　ウ　提出書類等の取り扱い
　　（ア）提出書類等は返却しません。
　　（イ）提出期限後は、提出書類等の差し替え、追加は認めません。
（ウ）提出書類等の受領後、本市で必要があると判断した場合は、補足資料を求めることが
あります。
（２）提出方法
　　　上記の必要書類を電子メールによりへ提出してください。
　　ア　提出先
　　　　「４　担当部署」に同じ。
　　イ　提出期限
　　　　令和８年３月６日（金）１７時必着

Ⅱ　企画提案に関する事項
１　企画提案に求める内容
　　本業務は、市内企業に対し、専門家によるフォローアップ体制の下、越境ＥＣを活用した海外販路開拓の機会を提供し、評価の集積、海外展開手法の選定、販売戦略の策定や商品開発への活用など、海外事業の経営方針策定に寄与することで販路拡大を促す専門性の高い業務です。
　　また、業務の実施にあたっては、幅広い業種かつ様々な規模の市内企業の商品の特性を踏まえた出品代行を行うほか、市内企業の越境ＥＣ事業の自走化を支援し、市内企業の国際競争力の強化に繋げることが求められています。
　　これらの目的を達成するため、提案者の有する知識や経験、ネットワーク等を活用した業務実施内容について提案してください。
（１）企画提案項目
　　事業目的を踏まえた上で、以下の項目について企画提案してください。
	仕様書該当部分
	提案項目

	３　制度概要

	本業務に対する提案者の考え方や、関連事業の実績、それに基づく自社の知見や強みを提示してください。

	６　事業スケジュール
	契約締結日から令和９年３月３１日までの業務スケジュールを提示してください。

	７（１）越境ＥＣモール出品代行支援業務
	ア　特設サイトの開設
・出品予定の越境ＥＣモールの名称とその選定理由
・受注実績に基づく商品の入替などのサイトを活性化する仕組み
ウ　販売管理
・受注管理及び配送方法
・販売事故に関わる対応
エ　プロモーションの実施
・効果的なプロモーションの実施方法
オ　越境ＥＣ専門家による助言の実施
・支援内容及び実施方法
カ　出品企業の費用負担
・支援内容及び費用負担（案）

	７（２）専門家によるフォローアップ支援
	ア　フォローアップ会
・開催時期、目的やテーマ、想定される講師
・分析方法
・越境ＥＣ事業の自走化に向けた今後の方針等についての具体的提案内容
イ　出品企業からの越境ＥＣ事業の自走化に関する問い合わせ対応
　・支援内容及び実施方法



（２）独自提案
海外消費者に対して、出品商品や特設サイトの認知度を高めるために効果的な取組を提示してください。また、仕様書記載内容の充実化若しくはそれ以外の提案でも構いません。（例）取組の概要、テーマ、得られる効果　など
（３）その他
　　ア　業務実施体制
　　　　本業務の実施体制について提示してください。
　　イ　見積書
　　（ア）本要領Ⅰの１（４）の金額以内としてください。
（イ）費目ごとに金額を示し、その積算根拠を記載してください。
（ウ）人件費については業務内容ごとの工数、直接経費については費目ごとの金額を示し、その積算根拠についても記載すること。

Ⅲ　失格事由
次の事由に該当する場合は、失格となります。
（１）企画提案書が提出期限内に提出されなかった場合
（２）企画提案書の内容に虚偽の記載がある場合
（３）他の参加者の協力者となった場合
（４）企画提案書の提出後に本実施要領に定める「参加者の資格要件」を満たさなくなった場合
（５）その他、本実施要領に定める手続、方法等を遵守しない場合

Ⅳ　選定方法
１　選定方法・審査体制
本市経済労働局内に企画提案の選定委員会を設け、応募者より提出された書類審査を行い、基準点に達した者の中から最も高い総合点を獲得した業者を最優秀者として選定します。
基準点は満点の６割とし、提案者が１社であっても、基準点を超えない場合は、対象外とします。
また、採点の結果、最も高い総合点を獲得した業者が複数の場合（同点の場合）は、次の順で業者を選定するものとします。
（１）１位の点数をつけた委員が多い提案を採用する。 
（２）（１）で選定されない場合、各提案において１番高い点数と１番低い点数を除外した合計得点が高い提案を採用する。 
（３）（２）で選定されない場合、見積もり金額が低い提案を採用する。
　　なお、選定委員会は、川崎市審議会等の公開に関する条例（平成１１年３月１９日条例第２号）第５条第３号の規定に基づき非公開とします。

２　審査基準
（１）企画提案の視点・内容
・事業目的を十分に理解し、仕様に沿った具体性のある提案となっているか
・事業目的に沿った十分な成果が見込めるか
（２）提案内容の工夫
・提案者の強みを活かした工夫（独創性）がみられるか
・提案者の実績を活かした提案がなされているか
・市内企業の特性を十分に活かしているか
（３）業務実施体制
・事業実施に必要な専門知識を有しているか
・業務遂行に適切な実施体制を構築しているか
（４）取組意欲・積極性
・積極性があり、前向きな提案がなされているか
（５）提案内容の実行可能性
・十分に実行が可能な方法となっているか
・適切なスケジュールとなっているか
（６）経済性・効率性
・企画提案内容に対して、見積金額が妥当なものであるか
・提案内容に無駄がないか
３　選定結果の通知
選定後、速やかに各事業者あてにメールで通知します（令和８年３月２３日（月）予定）。
なお、選定結果等の電話・電子メール等での直接のお問い合わせには、応じられませんので御了承ください。

Ⅴ　その他の留意事項
（１）提出された企画提案書は、企画提案の審査・選定以外に提出者に無断で使用しません。
（２）企画提案書は、あくまでも採択事業者を選定するための資料であり、その内容は尊重しますが、必ずしもその内容に限定されないものとします。
（３）選定委員会により選定された最優秀者と仕様の細部や契約金額等について協議し、協議が成立した場合には、本業務に係る随意契約を締結します。この場合において、改めて仕様書を作成し、見積書の提出を求めることとなります。
（４）当該発注に関する一切の手続きは日本語にて行うこととし、使用する通貨は円とし、契約書を作成します。
（５）企画提案書の作成及び提出に係る一切の費用は、参加者の負担とします。
（６）当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和８年３月頃）を要します。
（７）原則として、業務に要した経費は、業務終了後に行う完了検査後に一括払いします。
（８）その他、業務の実施に必要な事項は、本市と受託者で協議の上、定めることとします。
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